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(57)【要約】
【課題】カードスロットが見える位置に回転させること
なく、容易にカードをカードリーダに読み取らせること
ができる情報処理端末及び情報処理プログラムを提供す
る。
【解決手段】情報処理端末は、カードを挿入するカード
スロットを備え、カードスロットに挿入されたカードか
ら情報を読み取るカードリーダと、情報を入出力すると
ともに、カードから情報を読み取るべき状態になった場
合、カードを挿入すべき位置を示すカード位置画像を表
示する入出力部と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カードを挿入するカードスロットを備え、前記カードスロットに挿入された前記カード
から情報を読み取るカードリーダと、
　情報を入出力するとともに、前記カードから情報を読み取るべき状態になった場合、前
記カードを挿入すべき位置を示すカード位置画像を表示する入出力部と、
を備える情報処理端末。
【請求項２】
　前記カード位置画像は、
　挿入すべきカードの表裏又は挿入すべき方向を示すカード画像を含む請求項１記載の情
報処理端末。
【請求項３】
　前記カード画像は、
　カードを摺動すべき摺動範囲を示すストップラインを備える請求項２記載の情報処理端
末。
【請求項４】
　情報を入出力する入出力部と、
　カードを挿入するカードスロットを備え、前記カードスロットに挿入された前記カード
から情報を読み取るカードリーダと、
を備える情報処理端末を、
　前記カードから情報を読み取るべき状態になった場合、前記入出力部にカードを挿入す
べき位置を示すカード位置画像を表示させるカード位置画像表示手段として機能させるた
めの情報処理プログラム。
【請求項５】
　前記カード位置画像は、
　挿入すべきカードの表裏又は挿入すべき方向を示すカード画像を含む請求項４記載の情
報処理プログラム。
【請求項６】
　前記カード画像は、
　カードを摺動すべき摺動範囲を示すストップラインを備える請求項５記載の情報処理プ
ログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、情報処理端末及び情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　商品を小売販売する店舗などにおいては、携帯情報端末によって決済する販売方法が浸
透しつつある。この携帯情報端末はいわゆるタブレット端末が用いられることが多い。こ
の携帯情報端末にはカードリーダが接続される。
【０００３】
　販売店の店員は携帯情報端末を持ちながら接客を行い、顧客が購入を希望する商品を順
次携帯情報端末に登録する。そして、クレジットカードによる決済の場合は、カードリー
ダによってクレジットカードを読み取り、接客を行っている場において決済処理を行うこ
とができる。
【０００４】
　この様に用いられる携帯情報端末は、背面すなわちタッチパネルの逆側の面にカードリ
ーダを備える。従って、カードリーダのカードスロットが携帯情報端末の正面のほうから
は見ることができない。
【０００５】
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　このため、カードをカードリーダのカードスロットに差し込む際にはその都度携帯情報
端末を回転させてカードスロットの位置を確認してから差し込む必要があり、操作性が悪
かった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－９９５９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、カードスロットが見える位置に回転させることなく、容易にカードをカードリ
ーダに読み取らせることができる情報処理端末及び情報処理プログラムが求められている
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本発明の一実施形態は、カードを挿入するカードスロッ
トを備え、カードスロットに挿入されたカードから情報を読み取るカードリーダと、情報
を入出力するとともに、カードから情報を読み取るべき状態になった場合、カードを挿入
すべき位置を示すカード位置画像を表示する入出力部と、を備える情報処理端末を提供す
る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】情報処理端末の外観斜視図である。
【図２】情報処理端末の図１におけるＡＡ線断面図である。
【図３】情報処理端末の構成を示すブロック図である。
【図４】情報処理端末の制御部によるカード位置画像の表示動作を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、情報処理端末及び情報処理プログラムの一実施形態について、図面を用いて詳細
に説明する。
【００１１】
　本実施形態の情報処理端末は、カードを挿入するカードスロットを備え、カードスロッ
トに挿入されたカードから情報を読み取るカードリーダと、情報を入出力するとともに、
カードから情報を読み取るべき状態になった場合、カードを挿入すべき位置を示すカード
位置画像を表示する入出力部と、を備える。
【００１２】
　図１は、情報処理端末１の外観斜視図である。図２は、情報処理端末１の図１における
ＡＡ線断面図である。図１及び図２に示すように、情報処理端末１は、いわゆるタブレッ
ト型端末などの端末部１１と、カードを読み取るカードリーダ１３と、端末部１１及びカ
ードリーダ１３を包む枠体１２と、を備える。
【００１３】
　端末部１１は、情報を入出力するタッチパネルなどの入出力部１１Ａを備える。端末部
１１は入出力部１１Ａとしてキーボードをさらに備えていてもよい。
【００１４】
　カードリーダ１３は、カードを差し込むカードスロット１３Ｂと、カードスロット１３
Ｂのカードが有する磁気ストライプの位置に対応する位置に配置される磁気ヘッド１３Ａ
と、を備える。
【００１５】
　カードリーダ１３は端末部１１の入出力部１１Ａが配置される面の逆側の面、すなわち
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背面に配置される。
【００１６】
　枠体１２は、端末部１１の入出力部１１Ａを露出させる第１の開口部１２Ａと、カード
リーダ１３のカードスロット１３Ｂを露出させる第２の開口部１２Ｂと、を有する。
【００１７】
　図１に示すように、情報処理端末１はカードを読み取る状態になった場合、カード位置
画像１００を入出力部１１Ａのカードスロット１３Ｂに対応する位置、すなわちカードを
差し込むべき位置に対応する位置に表示させる。
【００１８】
　カード位置画像１００は静止画であっても動画であってもよい。カード位置画像１００
は、カードの画像であってもよい。
【００１９】
　情報処理端末１は、差し込むべきカードの方向が分かるようにカード位置画像１００を
入出力部１１Ａに表示させる。具体的には、情報処理端末１はカード位置画像１００とし
てカードの表面又は裏面であることがわかるカード画像１０１を表示させる。
【００２０】
　また、情報処理端末１はカードの向きが分かるようにカード画像１０１を表示させる。
例えば、情報処理端末１はカード画像１０１に文字又は磁気ストライプを表す画像を表示
させることにより、カードの裏表及び方向を示すようにカード位置画像１００を表示する
。
【００２１】
　カード位置画像１００はさらに、カードを摺動させる方向を示す矢印１０２、カードを
差し込む範囲を示すガイドライン１０３、及びカードを摺動させるべき範囲を示すストッ
プライン１０４のうち、いずれか一つ以上を備えていてもよい。
【００２２】
　なお、図１においては、カードスロット１３Ｂが情報処理端末１の右側にある例が示さ
れているが、カードスロット１３Ｂが情報処理端末１の上側にある場合はカード位置画像
１００が上側に、カードスロット１３Ｂが情報処理端末１の下側にある場合はカード位置
画像１００が下側に、カードスロット１３Ｂが情報処理端末１の左側にある場合はカード
位置画像１００が左側に側にそれぞれ表示される。
【００２３】
　図３は、情報処理端末１の構成を示すブロック図である。図３に示すように、情報処理
端末１は、端末部１１と、カードリーダ１３と、を備える。
【００２４】
　端末部１１は、演算装置であるＣＰＵ（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎ
ｉｔ）を含む制御部３０１と、メモリ、メモリカード、或いはハードディスクドライブな
どの記憶装置を含む記憶部３０２と、タッチパネル、キーボードなどの情報を入出力する
入出力部１１Ａと、通信を行う通信部３０３と、を備える。
【００２５】
　記憶部３０２は、商品に固有に割り当てられる商品コードごとに商品名、価格などの商
品情報を格納する商品マスタと、一取引の内容を格納するトランザクションファイルと、
を格納する。
【００２６】
　また、記憶部３０２は情報処理プログラムを格納し、制御部３０１は記憶部３０２から
情報処理プログラムを順次読みだして実行する。
【００２７】
　通信部３０３の規格は問わず、例えば短距離無線通信が可能な規格であるＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）や、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、或いは
電源も供給することが可能なパワードＵＳＢ、有線ＬＡＮ又は無線ＬＡＮなどであっても
よい。
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【００２８】
　カードリーダ１３は、カードの磁気ストライプに記録された磁気情報を読み取る磁気ヘ
ッド１３Ａと、Ａ／Ｄコンバータを含み、磁気ヘッド１３Ａが読み取った磁気情報を電気
信号に変換するデコーダ３１１と、通信を行う通信部３１２と、を備える。
【００２９】
　通信部３１２の規格は端末部１１の通信部３０３の規格と同じであることが必要である
。
【００３０】
　端末部１１は、さらに通信部３０３によってルータ２を介してサーバ３及びプリンタ４
と接続する。
【００３１】
　図４は、情報処理端末１の制御部３０１によるカード位置画像１００の表示動作を示す
フローチャートである。図４に示すように、ステップ４０１において、端末部１１は商品
を登録する。具体的には、端末部１１は入出力部１１Ａから入力された指示に従って、商
品マスタから商品情報を読み出して入出力部１１Ａに表示する。端末部１１は入出力部１
１Ａから商品の登録指示が入力された場合、トランザクションファイルに当該商品の商品
情報と、数量と、を格納する。
【００３２】
　ステップ４０２において、端末部１１は入出力部１１Ａに表示される小計キーが押下さ
れたかを判定する。端末部１１は、小計キーが押下されたと判定した場合（ステップ４０
２のＹ）、ステップ４０３に進み、小計キーが押下されたと判定しない場合（ステップ４
０２のＮ）、ステップ４０１に戻る。
【００３３】
　ステップ４０３において、端末部１１は小計を計算する。
【００３４】
　ステップ４０４において、端末部１１は入出力部１１Ａにカードを挿入すべき位置を示
すカード位置画像１００を表示する。
【００３５】
　端末部１１は、カード位置画像１００を上端部がカードスロット１３Ｂの上端部と対応
した位置に表示され、ストップライン１０４がカードスロット１３Ｂの下端部と対応した
位置に表示する。
【００３６】
　端末部１１は、入出力部１１Ａに矢印１０２をカードの摺動方向に対応する方向に表示
する。
【００３７】
　端末部１１は、カードを表向きに挿入すべき場合にはカード画像１０１を表向きに、カ
ードを裏向きに挿入すべき場合はカード画像１０１を裏向きに入出力部１１Ａに表示させ
る。
【００３８】
　カード位置画像１００が動画である場合、端末部１１はカード画像１０１を摺動方向に
移動するように入出力部１１Ａに表示させる。
【００３９】
　ステップ４０５において、端末部１１はカード読取指示をカードリーダ１３に送信する
。
【００４０】
　ステップ４０６において、カードリーダ１３は磁気ヘッド１３Ａによってカードから磁
気情報を読み取り、デコーダ３１１によって電気信号に変換する。
【００４１】
　ステップ４０７において、カードリーダ１３は通信部３１２によってカードから読み取
った内容を端末部１１に送信する。
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　ステップ４０８において、端末部１１はカードから読取った内容をカードリーダ１３か
ら受信する。
【００４３】
　ステップ４０９において、端末部１１は受信が正常に行われたかを判定する。端末部１
１は、受信が正常に行われたと判定した場合（ステップ４０９のＹ）、ステップ４１０に
進み、受信が正常に行われなかったと判定した場合（ステップ４０９のＮ）、ステップ４
０４に戻る。
【００４４】
　ステップ４１０において、端末部１１はカード位置画像１００を消去する。
【００４５】
　ステップ４１１において、端末部１１はサーバ３と通信して決済処理を行う。端末部１
１はこの際、入出力部１１Ａに暗証番号を入力するＰＩＮパッド、及び顧客のサインを入
力するサイン入力部を表示させてもよい。
【００４６】
　以上のべたように、本実施形態の情報処理端末１は、カードを挿入するカードスロット
１３Ｂを備え、カードスロット１３Ｂに挿入されたカードから情報を読み取るカードリー
ダ１３と、情報を入出力するとともに、カードから情報を読み取るべき状態になった場合
、カードを挿入すべき位置を示すカード位置画像１００を表示する入出力部１１Ａと、を
備える。
【００４７】
　従って、カードスロットが見える位置に回転させることなく、容易にカードをカードリ
ーダに読み取らせることができるという効果がある。
【００４８】
　いくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり
、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態
で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え
、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれる
と同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００４９】
１１：端末部
１１Ａ：入出力部
１２：枠体
１３：カードリーダ
１００：カード位置画像
１０１：カード画像
１０２：矢印
１０３：ガイドライン
１０４：ストップライン
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年8月10日(2017.8.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本発明の一実施形態は、カードを挿入するカードスロッ
トを備え、カードスロットに挿入されたカードから情報を読み取るカードリーダと、情報
を入出力するとともに、カードから情報を読み取るべき状態になった場合、カードを挿入
すべき位置を示すカード位置画像を表示する入出力部と、を備え、カード位置画像は、挿
入すべきカードの表裏又は挿入すべき方向を示すカード画像と、カードを摺動すべき摺動
範囲を示すストップラインを含む情報処理端末を提供する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カードを挿入するカードスロットを備え、前記カードスロットに挿入された前記カード
から情報を読み取るカードリーダと、
　情報を入出力するとともに、前記カードから情報を読み取るべき状態になった場合、前
記カードを挿入すべき位置を示すカード位置画像を表示する入出力部と、
を備え、
　前記カード位置画像は、
　挿入すべきカードの表裏又は挿入すべき方向を示すカード画像と、
　カードを摺動すべき摺動範囲を示すストップラインを含む情報処理端末。
【請求項２】
　情報を入出力する入出力部と、
　カードを挿入するカードスロットを備え、前記カードスロットに挿入された前記カード
から情報を読み取るカードリーダと、
を備える情報処理端末を、
　前記カードから情報を読み取るべき状態になった場合、前記入出力部にカードを挿入す
べき位置を示すカード位置画像を表示させるカード位置画像表示手段として機能させ、
　前記カード位置画像は、
　挿入すべきカードの表裏又は挿入すべき方向を示すカード画像と、
　カードを摺動すべき摺動範囲を示すストップラインを含む情報処理プログラム。
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